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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年１０月１９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年３月２日 ００時２４分ごろ 

発生場所 島根県益田
ま す だ

市高島北方沖 

 高島灯台から真方位３５６°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５２.１′ 東経１３１°５０.２′） 

事故の概要 貨物船深川
ふかがわ

丸は、南西進中、また、漁船第六あけぼの丸は、東進中

から右転中、両船が衝突した。 

深川丸は、右舷船首部外板に凹損等を生じ、また、第六あけぼの丸

は、左舷船首部外板の凹損等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年３月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 深川丸、４９９トン 

１４１００２、泉汽船株式会社、深水海運有限会社（船舶借入

人、Ａ社） 

７２.７０ｍ×１２.３０ｍ×７.３３ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成２１年３月 

Ｂ 漁船 第六あけぼの丸、７５トン 

１２９５５７、ＳＮ２－２６１３（漁船登録番号）、株式会社

浜田あけぼの水産（Ｂ社） 

２７.０５ｍ×５.６５ｍ×２.４０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５１１kＷ、昭和６２年７月２２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３９歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２５年６月２５日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成３０年４月５日 

免状有効期間満了日 令和５年６月２４日 

 航海士Ａ ２８歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２４年１２月１８日 

     免 状 交 付 年 月 日 令和元年５月２８日 

免状有効期間満了日 令和４年１２月１７日 
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Ｂ 船長Ｂ ５４歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 令和２年７月１５日 

     免 状 交 付 年 月 日 令和２年７月１５日 

免状有効期間満了日 令和７年７月１４日 

 甲板員Ｂ ２３歳 

海技免状等 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に凹損、ハンドレールに曲損、左舷船首部の錨に

曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、空船で令和４年

３月１日１６時２０分ごろ広島県呉市三ツ子島の積地に向けて境
さかい

港

第２区の竹内岸壁を出港した。 

Ａ船は、２３時４５分ごろ航海士Ａが前直の船長Ａと交代して単独

の船橋当直につき、法定灯火を表示して島根県浜田市浜田港北西方沖

を約１１.８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵

により南西進した。 

航海士Ａは、２３時５７分ごろ高島北東方沖に至り、２日００時 

０８分ごろ、８Ｍレンジでヘッドアップに表示していたレーダーで右

舷船首約２０°約５～６ＭにＢ船の映像を認め、白灯１個を表示する

灯火を視認した。 

航海士Ａは、５分間に設定したエコートレイルの映像によりＢ船の

動静を監視していたところ、Ｂ船が東進していてＡ船の船尾方を通過

するように見えたので、００時１５分ごろ、椅子に腰を掛け、時折、

レーダーのみで見張りを行いながらそのまま同じ針路及び速力で航行

した。 

航海士Ａは、レーダー画面にＢ船のエコートレイル及び船体の映像

が映っていなかったので、Ｂ船がＡ船の船尾方を無事に通過したと 

思って安心していたところ、００時２４分ごろ、右舷側に衝突の衝撃

を感じ、直ちに右舷側を見てＡ船とＢ船が衝突したことを認めた。 

船長Ａは、Ａ船が何かに当たった感覚を感じ、昇橋したところ、右

舷至近にＢ船の航海灯を認め、航海士ＡからＢ船と衝突した旨の報告

を受け、すぐに主機を中立運転としてＡ船を停止させ、昇橋したもう

１人の航海士と分担して海上保安庁に通報し、また、船舶所有者及び

Ａ社に本事故発生を知らせた。 

船長Ａは、Ｂ船が自力航行可能であり、乗組員に怪我がないことを

確認し、その旨を海上保安庁に知らせ、同庁の指示によりＡ船を浜田
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港に入港させた。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか７人が乗り組み、底引き網漁の目

的で、２月２３日０９時２０分ごろ、山口県萩市見
み

島北西方沖の漁場

に向け、僚船１隻と共に浜田港を出港した。 

 Ｂ船は、漁場に到着し、僚船と共に底引き網漁を操業中、僚船の甲

板機械が作動しなくなったので、漁を止めて僚船と共に浜田港に向

け、帰航を開始した。 

 Ｂ船は、３月２日００時０２分ごろ甲板員Ｂが前直の操機長と交代

して単独の船橋当直につき、法定灯火を表示して高島西北西方沖を約

１１kn で自動操舵により東進していた。 

甲板員Ｂは、操舵室中央の操舵装置の前に立ち、同装置右側中央に

あるレーダーを４Ｍレンジのヘッドアップ表示にして監視していたと

ころ、００時１４分ごろ高島北西方沖で左舷船首約１０°約３.５Ｍ

にＡ船の映像を認め、白灯２個を表示する灯火を視認した。 

 甲板員Ｂは、双眼鏡を使わずにＡ船の灯火を見たところ、距離が離

れていてＡ船の舷灯がまだ見えず、Ａ船が動いているように見えな 

かったので、停泊船と思い、動静を監視していた。 

甲板員Ｂは、レーダー映像からこのままの針路であればＢ船が停泊

船であるＡ船を左舷正横至近に見て通過することになるので、Ａ船と

の距離を離すこととし、００時１８分ごろ操舵装置の遠隔操縦ダイヤ

ルを２°ずつ複数回回して針路を右に転じた。 

 甲板員Ｂは、右転しているにもかかわらずＡ船との正横距離がかな

り近づいていることに気付いたので、Ａ船を左舷方にもっと離さない

といけないと思い、引き続き少しずつ針路を右に転じた。 

甲板員Ｂは、００時２１分から２２分ごろＡ船との距離が１Ｍを切

った頃、衝突の危険を感じ、主機を中立運転とし、００時２３分ご

ろ、もう１台のレーダーの０.２５Ｍレンジ画面にＡ船が映り始め、

Ａ船が至近に接近するので、航行船であることに気付き、遠隔操縦ダ

イヤルで右転し続けたものの、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の右舷船首部

とが衝突するのを認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが昇橋し、引き返してＡ船の損傷状況を確認し、海

上保安庁の指示により浜田港に帰港した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ Ａ船

のＧＰＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜

粋）、付表３ 本事故の経過表、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況（１）、写真３ Ｂ船の損傷状況（２） 参照） 

 その他の事項 Ａ船レーダーの製造業者の担当者によれば、自船の位置及び構造物

等の影響により衛星からのＧＰＳ信号が一時的に途切れた場合、画面

に表示されるエコートレイル及び他船の映像がリセットされることが

ある、また、その場合、エコートレイル及び他船の映像が一瞬消えて
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同映像が鮮明に表示されるまでに約２～５秒の時間を要するとのこと

であった。 

航海士Ａは、レーダー画面にＢ船のエコートレイル及び船体の映像

が映っていなかったのでＢ船が既に通過したのだと思って安心し、そ

の後、レーダー画面から目を離していてＢ船がＡ船に接近していた状

況に気付かなかったと本事故後に思った。 

甲板員Ｂは、レーダーの自動衝突予防援助装置（以下「ＡＲＰＡ」

という。）の使用等による他船の動静を監視する方法を知らなかった

ので、本事故当時、映像を見ただけではＡ船の動向が分からず、ま

た、目視で監視を続けてはいたが、Ａ船のマスト灯しか見ていなかっ

たので、衝突の直前までＡ船が航行船だと気付かなかったと本事故後

に思った。 

甲板員Ｂは、Ｂ社に令和２年１月に入社し、約１年半僚船に乗船し

た後、本船に約６か月乗船していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、高島北方沖を南西進中、航海士Ａが、レーダーで右舷船首

方にＢ船を認め、エコートレイルの映像によりＢ船がＡ船の船尾方を

通過するように見え、椅子に腰を掛けて時折レーダーでＢ船の動静を

監視していたところ、Ｂ船がＡ船の船尾方を無事に通過したと思って

安心し、レーダー画面から目を離して同じ針路及び速力で航行を続け

たことから、Ｂ船がＡ船に接近している状況に気付かず、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 航海士Ａは、レーダー画面に表示されるＢ船のエコートレイルの映

像がリセットされたとき、Ｂ船のエコートレイル及び船体の映像が映

っていなかったレーダー画面を見たことから、Ｂ船がＡ船の船尾方を

無事に通過したと思って安心したものと考えられる。 

 Ｂ船は、高島北方沖を東進中から右転中、甲板員Ｂが、レーダーで

左舷船首方にＡ船の映像を認めると同時に灯火を認めた際、Ａ船を停

泊船と思い、Ａ船を左舷方に避航しようとして少しずつ右転を続けた

ことから、Ａ船の方へ接近し、右転を継続して主機を中立運転として

衝突を避けようとしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 甲板員Ｂは、双眼鏡を使わずに目視で監視を続けていたが、Ａ船の

マスト灯しか見ていなかったことから、Ａ船が動いているように見え

ず、Ａ船を停泊船と思い、Ａ船を左舷方に避航しようとして少しずつ

右転を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、高島北方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が東

進中から右転中、航海士Ａが、椅子に腰を掛けて時折レーダーでＢ船
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の動静を監視していたところ、Ｂ船がＡ船の船尾方を無事に通過した

と思って安心し、レーダー画面から目を離して同じ針路及び速力で航

行を続け、また、甲板員Ｂが、Ａ船を停泊船と思い、Ａ船を左舷方に

避航しようとして少しずつ右転を続けたため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、Ａ船の乗組員に対して船上教育を行った。 

Ｂ社は、本事故後、他船団の船長及び甲板長から意見収集した上、

Ｂ船及び僚船の乗組員に注意喚起を行い、休漁期の安全講習時にＢ社

の全乗組員に本事故に関する説明及び講習を行うこととした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・当直航海士及び当直甲板員は、レーダー及びレーダーＡＲＰＡの

使用方法を事前に習熟しておくこと。 

・当直航海士は、航行中、他船を認めた際、双眼鏡で同船の航海灯

を視認することにより、常時、同船の動静を適切に監視するこ

と。また、レーダーのみの情報に頼ることなく、レーダーのエ 

コートレイルの映像が途切れるなどの現象が起こりうることを理

解した上、目視及びレーダー映像で他船の位置及び動静を確認す

ること。 

・当直甲板員は、航行中、他船の灯火を双眼鏡で視認し、同灯火の

見え方により同船の針路及び動きを確認し、レーダーの情報の同

船の針路及び動きが同灯火の見え方とそれぞれ一致しているかを

確認すること。また、レーダーでＡＲＰＡを適切に使用して接近

する他船の動静を正確に把握すること。また、他船を避航する場

合、大幅に針路を変更すること。 



 

付図１ 航行経路図 
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付図２ 航行経路図（拡大） 
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付表１ Ａ船のＧＰＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

23:00:03 35-02-29.8 132-05-46.1 228.4 229.5 11.8 

23:30:03 34-58-39.6 132-00-19.7 231.1 230.6 11.8 

00:00:03 34-54-58.8 131-54-43.1 231.5 232.6 11.8 

00:10:03 34-53-44.9 131-52-50.7 232.2 232.2 11.9 

00:15:01 34-53-08.9 131-51-54.3 231.8 232.1 11.7 

00:18:00 34-52-47.8 131-51-20.6 233.1 234.6 11.7 

00:20:03 34-52-34.3 131-50-56.9 235.9 235.0 11.3 

00:21:03 34-52-27.8 131-50-45.5 235.0 235.0 11.2 

00:22:02 34-52-21.6 131-50-34.2 236.3 235.6 11.3 

00:23:02 34-52-15.3 131-50-22.7 236.7 236.4 11.3 

00:24:01 34-52-09.2 131-50-11.4 236.6 236.2 11.3 

00:25:01 34-52-02.6 131-50-01.1 232.8 231.9  9.2 

00:26:01 34-51-57.8 131-49-54.0 228.3 230.2  6.2 

00:27:00 34-51-54.3 131-49-49.3 228.1 229.0  4.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位

は真方位である。 

 

付表２ Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋） 

  （プロットの間隔は１分ごと） 

時 刻 

（時：分） 

船 位※ 推 算 値 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

速  力 

（kn） 

23:00 34-55-08.6 131-32-37.2   

23:30 34-53-19.1 131-38-56.2 109.4° 11.0 

00:00 34-52-09.4 131-45-05.7 102.9° 10.4 

00:10 34-52-18.3 131-47-21.5 085.4° 11.2 

00:15 34-52-25.7 131-48-29.1 082.4° 11.2 

00:18 34-52-29.0 131-49-11.5 084.6° 11.7 

00:20 34-52-25.2 131-49-38.4 099.8° 11.2 

00:21 34-52-22.5 131-49-49.3 106.8°  9.4 

00:22 34-52-18.2 131-50-01.4 113.3° 10.8 

00:23 34-52-09.1 131-50-10.2 141.6° 11.6 

00:24 34-52-09.2 131-50-09.1 276.9°  0.9 

00:25 34-52-11.1 131-50-09.2 001.8°  1.9 

00:26 34-52-10.2 131-50-05.8 252.0°  2.9 

00:27 34-52-06.7 131-50-01.7 223.7°  4.9 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び速力は、時

刻及び船位から推算した値である。 
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付表３ 本事故の経過表 

時  刻 

 

Ａ   船 Ｂ   船 

２月２３日 

０９時２０分ごろ 

 浜田港出港 

３月１日 

１６時２０分ごろ 

境港第２区の竹内岸壁を出港  

２３時４５分ごろ 航海士Ａが航海当直につき、約

１１.８knで南西進中 

 

２３時５７分ごろ 高島北東方沖を南西進中  

３月２日 

００時０２分ごろ 

 漁を止めて僚船と共に帰港中、甲板員

Ｂが航海当直につき、高島西北西方沖

を約１１kn で東進中 

００時０８分ごろ 

 

航海士Ａは右舷船首方約２０°

約５～６ＭにＢ船の映像をレーダ

ーで確認、白灯１個を視認 

 

００時０８分ごろ～

１５分ごろ 

航海士ＡはＢ船の動静の監視を

継続、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過

するように見えた 

 

００時１４分ごろ～

１８分ごろ 

 甲板員Ｂは左舷船首約１０°約３.５Ｍ

にＡ船の映像をレーダーで確認、白灯

２個を視認 

甲板員ＢはＡ船が停泊船と思い、Ａ船

の動静を監視 

００時１８分ごろ～ 

２０分ごろ 

 甲板員ＢはＡ船との距離を離すことと

し、少しずつ針路を右転 

００時２１分ごろ～ 

２２分ごろ 

 甲板員ＢはＡ船との距離が１Ｍで衝突

の危険を感じ、主機を中立運転 

００時２３分～２４

分ごろ 

 レーダーの０.２５Ｍレンジ画面にＡ船

が映り始め、遠隔操縦ダイヤルで右転

を継続 

００時１５分ごろ～ 

２４分ごろ 

航海士Ａは椅子に腰を掛け、時

折、レーダーのみで当直 

航海士ＡはＢ船のエコートレイ

ルの映像が映っていなかったの

で、Ｂ船がＡ船の船尾方を無事に

通過したと思って安心した 

 

００時２４分ごろ  Ａ船とＢ船とが衝突 
Ｂ船の左舷船首部とＡ船の右舷船首部

とが衝突 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況（１）    写真３ Ｂ船の損傷状況（２） 


